
派遣元責任者のための
労働基準法実務講義

～適切な派遣運営と、働く人の権利を守るために～
茨城労働局労働基準部監督課



法改正への対応
2024年4月より、就業場所‧業務の変更の範囲等の明示が必須
となりました。

電子交付の活用
労働者が希望すればメール等での交付も可能。
トラブル防止のため履歴を残しましょう。

1.  労働条件の適切な明示 15条



派遣元が締結36協定の締結主体は派遣元です。
派遣先の超過勤務が自社の協定範囲内となるよう
派遣先に36協定の範囲等を情報提供しましょう。
特別条項の適用特別条項を適用する場合、協定で
定めた手続きを適切に実施してください。限度時
間を超える場合は、健康確保措置の実施が義務付
けられています。

2.  36協定の締結と上限遵守

36条



3.  1分単位の計算と端数処理
リスク：派遣先のシステムが15分単位で労働時間を集計。未払い賃金が発生するリスク。 1分単位

「手待時間」の法的解釈

派遣先が「休憩」と主張しても、電話番や受付待機を
命じられている場合、それは「労働時間」。判例（三
菱重工事件等）に基づき、派遣元が賃金支払義務を負
う。

準備・着替え・朝礼

業務に不可欠な制服着用や、始業前の強制参加朝礼は
「労働時間」。派遣先が「労働時間」として集計して
いないと、未払い賃金リスクが蓄積していく。

対策：賃金計算は「1分単位」で行う。端数処理は以下の法的な例外（特例）のみ許容されます。

30分未満切り捨て、30分以上切り上げ



4.  派遣元でも必要な労働時間管理をしてください
・複数の派遣先に派遣する派遣労働者について、労働時間に関する法令に違反することがないよう、
累計労働時間を把握、管理してください。

・派遣就業時間以外の、点呼等の時間、集合場所から派遣先への移動時間、研修時間等の時間につい
て、派遣労働者が派遣元の指揮監督下にある場合には、労働時間として派遣元が適正に把握、管理す
る必要があります。



5.  最低賃金法 4条

茨城県最低賃金
（1,074円）

派遣元︓茨城県 派遣元︓茨城県

東京都最低賃金
（1,226円）

派遣先︓東京都

＊最低賃金は、令和８年２月現在の時間額
派遣先︓千葉県

（鉄鋼業者）

千葉県鉄鋼業最低賃金
(1,210円）

東京都最低賃金
（1,226円）

派遣先の千葉県・鉄鋼業の特定最低賃金
(1,210円）が適用になります

派遣先の東京都の最低賃金(1,226円）が
適用になります

・派遣労働者には、派遣先の事業場に適用される地域別最低賃金、特定（産業別）最低賃金が適用されます。

・派遣元は、派遣労働者に対し、上記の最低賃金以上の金額を支払わなければなりません。



6.  派遣元が負う「支払責任」 26条
使用者（派遣元）の責に帰すべき事由により派遣労働者を休業させる場合には、派遣元が、平均賃金の６割以上を休業
手当として支払わなければなりません。



年5日の取得義務年10日以上の付与対象者には、年5日の取得が義務。
個人別管理台帳派遣先が変わっても継続雇用であれば通算されます。派遣元で一元管理を徹底してください。

7.  年次有給休暇の確実な付与 39条

派遣元は、代替労働者を派遣する、派遣先と業務量の調整を行う等により、派遣先の事情によって派遣労働者の年次
有給休暇の取得が抑制されることのないようにしてください。
派遣労働者から請求された時季に年次有給休暇を与えることが派遣元の事業の正常な運営を妨げる場合には、派遣元
は他の時季にこれを与えることができますが、派遣先の事情は、直ちには派遣元がこの時季変更権を行使する理由に
はなりません。



緊密なコミュニケーション労働基準法の適用は派
遣元‧派遣先で分担されますが、実態把握には双
方の協力が不可欠です。
苦情処理の誠実な実施派遣スタッフからの苦情に
は、速やかに派遣先と連携し、改善を図ってくだ
さい。

8.  派遣先との情報共有と苦情処理



～ご清聴ありがとうございました～
茨城労働局労働基準部監督課

派遣元責任者は、会社とスタッフを守る「砦」です。

法令遵守は、企業の持続的な成長と、
労働者のウェルビーイングを支える「基盤」。


